
ご自宅・アパート・マンション等の敷地の一
角や、店舗・駐車場などの空きスペース（約
1㎡）を、自動販売機の設置場所としてご提
供くださる方を募集しています。

杉並区社会福祉協議会（以下、杉並社協）で
は、社会貢献型自動販売機の設置に取り組
んでいます。
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自販機の機種には災害時に無償で飲料を
取り出せるものもあり、いざというときの
備えにもなります。



● 社会貢献型自動販売機とは
社会貢献型自動販売機を設置すると、その売り上げは杉並社協が契約する自販機
業者に入り、売り上げの一部は「販売手数料」として杉並社協に支払われます。
販売手数料は杉並社協が地域福祉のために活用していきます。

● 災害対応型自販機
自販機には、災害対応型（災害時に中の
飲料を無料で取り出せるもの）もあり、
災害時の備えになります。

● 自販機の設置にあたって
設置費用の負担はありません。
自販機業者が専用のごみ箱を設置し、定
期的に回収に伺います。

杉並社協では、“お互いさまでささえあう みんなが認めあえるまち”を
目指して、さまざまな地域福祉推進事業を行っています。

災害ボランティア きずなサロン
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杉並区社会福祉協議会

大規模災害時に被災した方々や地域
を支援するため、ボランティアの受
付を行います。

地域の方々がふれあい、交流する場
です。地域での孤立を防ぎ、見守り
や助け合いの関係づくりのきっかけ
となるよう、杉並社協が支援を行っ
ています。

子ども食堂

食を通じた居場所づくりを行ってい
る団体が、支援活動の輪を広げてい
くことを目的としている「杉並子ど
も食堂ネットワーク」の事務局を担っ
ています。

● 設置までの流れ
まずは下記問い合わせ先へご連絡くだ
さい。
①現地確認（設置できるかどうかの判断
など）

②自販機の手配、（必要により）設備工事、
電気配線など

③設置（杉並社協と書類の取り交わし）
※①～3まで1～2か月程度かかります。
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